
①事前に一次評価（内部評価）を実施し、協議会で一次評価について説明を行う。
②外部評価者（協議会委員）の意見がない場合は、内部評価点と同じとし、意見がある場合は、それにつ
いて協議をし、外部評価点を決定する。

【二次評価（外部評価）について】

健康増進計画評価指標について

【加東市健康増進計画進捗状況評価】
Ｈ３０年度実績値をもとに、令和６年度の目標値を定めている。第３期加東市健康増進計画（令和２年度～
令和６年度）の進捗管理については、各年度の目標値を定め、翌年度に内部評価及び外部評価を実施す
る。

【評価者】
一次評価（内部評価）：健康課
二次評価（外部評価）：加東市健康づくり推進協議会

【達成率】
評価指標の各年度目標値に対しての実績値による達成率
　①100％以上　★★★
　②99～80％　  ★★
  ③79～60％　　★
  ④59％以下　　☆
　⑤データなし　  ー　　　※次期健康増進計画策定時のアンケートにて調査

【評価基準】
各章の、取組内容と成果、課題・今後の方向性等の内容並びに評価指標の達成で評価するものとする。
なお、次期健康増進計画策定時アンケート調査（令和６年度）にて実績値が示される事項については、取
組内容と成果ならびに課題・今後の方向性等の内容で評価するものとする。

　①Ａ：順調（十分な成果あり）
　②Ｂ：若干の課題等はあるが概ね順調（一部成果あり）
  ③Ｃ：取組（時期・内容）に改善が必要


